
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊 本 県 教 育 広 報 誌 

vol.50 
熊本県教育庁教育政策課 
令和 2 年（2020 年）6 月 熊本県教育委員会 

教職員等記章 
（平成 15 年 4 月導入） 

いろいろな“学び”の姿をお伝えする教育プレス。保護者の皆さんへ教育のあれこれをお知らせします。 

学校から家庭へ、地域から地域へ、そして世代から世代へ。 

約３ヶ月ぶりの本格的な学校再開へ 
熊本県教育長 古閑 陽一 

 
６月１日から、本格的に学校が再開しました。 

本県における新型コロナウイルス感染症の感染状況は、県民の皆様方の御協力

のおかげで、４月に比べ、落ち着きを見せています。そのような状況をふまえ、５月１８

日からの段階的な学校再開を決定させていただき、併せて、各学校に対しては、全て

の教育活動に際して、できる限りの感染予防策を講じるよう通知しております。 

これからは感染症対策と教育活動の両立に全力で取り組んで参ります。 

特に学習面に関して、休業期間中に県教育委員会ホームページ等を通じ、動画

配信をしたり、家庭学習の例を示したりするなどして、家庭にいながら学習ができる環

境づくりをサポートしてきましたが、学習の遅れをどのように取り戻すのか、受験対策は

万全にできるのかといった御不安もあられることかと思います。 

今後は、各学校において、時間割編成の工夫や長期休業期間の短縮などの措

置を講じながら、授業等を通して、しっかりと子どもたちの不安に応えられるように取り組

んで参ります。さらには生活面、健康面などについてもしっかりと見守っていきます。 

なお、学校再開について、御心配や御不安に思っていらっしゃることがありましたら、

どうぞご遠慮なく、下に示しております相談窓口に御相談をお願いします。 

最終学年の子どもたちにおいては、これまで取り組んできた活動の集大成となる大

会やコンクールなどの中止も発表され、大変辛い思いをしていると思いますが、現

在、代替大会等を検討している分野もあります。気持ちの切り替えが難しいと思いま

すが、自分の可能性を信じて新しい目標にチャレンジしてほしいと思います。 

今後も県教育委員会は、子どもたちのための様々な施策に取り組んで参りますの

で、家庭での健康観察をはじめ、保護者の皆様のより一層の御理解と御協力をよろし

くお願いします。 

県立中・高等学校（高校教育課）･･･096(333)2685  市町村立学校（義務教育課）･･･096(333)2688 

県立特別支援学校（特別支援教育課）･･･096(333)2683  私立学校（私学振興課）･･･096(333)2064 

※受付時間はいずれも午前 9 時～午後 5 時（土日祝日をのぞく） 

この記事に関する問い合わせ先：教育政策課 096(333)2699 

学校再開後の新型コロナウイルス感染症に関する教育総合相談窓口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県教育委員会は、新型コロナウイルス感染症対策に関する保護者の方の Q＆A を県

教育委員会ホームページに掲載しています。 

以下に、主な事項を掲載しますが、より詳しいことをお知りになりたい場合は、ホ

ームページをご覧になるか各学校にお尋ねください。 

 

保護者の声に関する Q&A →  

 

 

編集・発行：熊本県教育庁教育政策課 

      〒862-8609 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番１号 

      Tel：096(333)2699  Mail：kyouikuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

☆本誌に対するご意見やご感想はお気軽にどうぞ☆ 

この記事に関する問い合わせ先：教育政策課 096(333)2699 

Q 学校生活で「３密」にならないようにするため、どのような取組をしますか？ 

３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声）が同

時に重なる場を避けることはもちろんのこと、１つ１つの条件が発生しないよう配慮

します。具体的には、教室等のこまめな手洗いや換気の徹底、マスクを装着するよう

指導するなどします。 

Q マスクを購入できない場合、どのような対応をしますか？ 

市販のマスクの入手が困難な場合、文部科学省から配布された 

マスクの使用や手作りマスクの作成が考えられます。 

 手作りマスクの作成方法はこちらをご覧ください。→ 

Q 臨時休業に伴う学習の遅れについて、どのような対応をしますか？ 

これまでの家庭学習の定着度を確認したうえで、学習内容の定着が不十分な児童生徒

に対しては、個別に補習を実施したり、追加の家庭学習を適切に課したりするなどの支

援を行います。 

Q 長期にわたる臨時休業の影響で、生活リズムや学習意欲の低下、体力低下が見 

られる児童生徒に対し、どのような対応をしますか？ 

学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等

から、児童生徒の状況を的確に把握し、健康相談等の実施や

スクールカウンセラー等による支援を行うなどして心の健康

問題に適切に対応します。また、児童生徒の身体状況に合わ

せて段階的に運動を行い、身体に過度な負担がかかる運動を

避けるなど、けが防止に十分に留意します。 

mailto:kyouikuseisaku@pref.kumamoto.lg.jp

